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防災課

順位 第１回入札金額 第２回入札金額
134,000,000 くじ引き
134,000,000 くじ引き
134,000,000 くじ引き

辞退 ――――――――――――――――

辞退 ――――――――――――――――

入 札 結 果
決定

株式会社富士通ゼネラル　近畿情報通信ネットワーク営業部　

日本無線株式会社　関西支社　
株式会社東芝　関西支社
沖電気工業株式会社　京都支店
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社　関西社　

事業名

入札に参加する
者に必要な資格 別　　　　　　紙

城陽市防災行政無線デジタル移動通信系設備整備工事

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社　関西社　

入 札 人

参加業者

所管課

沖電気工業株式会社　京都支店

入札（見積）結果公表台帳
工事関係

株式会社東芝　関西支社
株式会社富士通ゼネラル　近畿情報通信ネットワーク営業部　

日本無線株式会社　関西支社　
―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ――――――――――――――――

(1)仮 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3)工 期 （ 納 期 限 ） 着 工
完 成

(4)工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5)設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6)予 定 価 格 （ 税 別 ） 円

――――――――――――――――
――――――――――――――――
――――――――――――――――
――――――――――――――――

城陽市寺田東ノ口（城陽市役所）　他　市内全域

城 陽 市 議 会 の 議 決 日
2011 年 (2011 年 ） 5 月 31 日

158 000 000
164,629,000

(2)仮 契 約 金 額
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

――――――――――――――――
――――――――――――――――

6,700,000
140,700,000

株式会社東芝　関西支社

――――――――――――――――

――――――――――――――――
――――――――――――――――

――――――――――――――――
――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――

――――――――――――――――
――――――――――――――――
――――――――――――――――

――――――――――――――――
――――――――――――――――
――――――――――――――――

執行役常務関西支社長　川下　史朗

大阪府大阪市北区大淀中１丁目１番３０号

――――――――――――――――
――――――――――――――――

――――――――――――――――
――――――――――――――――

――――――――――――――――

(6)予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7)最低制限価格（税別） 円
(8)仮 契 約 締 結 予 定 日
(9)入 札 （ 見 積 ） 日
(10)開 札 日

平成 22年 (2010 年） 6月 16日
平成22年(2010年）6月17日

158,000,000
134,000,000

及び平成22年（2010年）6月17日
平成 22年 (2010 年） 6月 17日
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入札（見積）結果公表台帳 

104 
別紙 

 
競争に参加する者に必要な資格 
  競争に参加できる者は、単独企業及び特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）で
あって、それぞれ次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 
Ⅰ 単独企業の場合 

 ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこ
と。 

② 電気通信工事に係る平成２２年度城陽市建設工事指名受付簿に登載されている者であること 
（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている

者については、手続開始の決定後、市長が別に定める手続きに基づく指名競争入札参加資格の

再認定を受けていること。） 
③  建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の規定による最新の経営事項 
審査（審査基準日が、３（２）①に定める確認申請書の受付前の直近のものに限る。）における

電気通信工事について、総合評定値が１，２００点以上の者であること。 
④  地方公共団体発注の２６０ＭＨｚ帯デジタル移動防災無線システムの元請実績（請負金額１ 
億円以上のものに限る。）を有すること。 

⑤  電波法（昭和２５年法律第１３１号）第２４条の２第 1項による点検事業者登録を受けてい 
ること。 

⑥  電波法、電波法施行規則（昭和２５年電波監理委員会規則第１４号）等に定める２６０ＭＨ 
ｚ帯のデジタル無線実験局の免許を自社で保有していること。 

⑦ ３（２）①に定める競争参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）の受付期間の最 
終日から入札執行の日までの期間に国土交通省、京都府及び京都府内の地方公共団体の指名競

争入札において指名停止とされていないこと。 
⑧ 建設業法第２７条の２３第１項の規定による最新の経営事項審査における電気通信工事につ
いて、経営規模等評定結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査結果通知書を含む。）の完

成工事高を有している者であること。 
 
⑨ 建設業法第３条の規定による電気通信工事業に係る特定建設業の許可を受けている者である
こと。 

⑩ 電気通信工事に係る技術者で、自社で恒常的に雇用している監理技術者資格者証の交付を受
けた者（５年以内に監理技術者講習を終了した者）を当該工事現場に専任で配置し得ること。 
⑪ 入札の参加を希望する者の間に以下の基準のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がな
いこと。 

 ⅰ 資本関係 
   以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法（平成１７年法律第８６ 
号）第 2条第 3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更生法
第 2条第 7項に規定する更生会社又は民事再生法第 2条第 4号に規定する再生手続き中の
会社（以下「更生会社等」という。）である場合を除く。 

  ア 親会社（会社法第 2条第 4号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係
にある場合 

  イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 
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 ⅱ 人的関係 
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等

である場合を除く。 
    ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 
    イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67条第 1項又は民事再生法第 64条

第 2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 
   ⅲ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 
     その他上記のⅰ又はⅱと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 
Ⅱ 共同企業体の場合 

（１）共同企業体の構成員の要件 
  ① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 
② 電気通信工事に係る平成２２年度城陽市建設工事指名受付簿に登載されている者であること 
（会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、市長が別に定める手続きに

基づく指名競争入札参加資格の再認定を受けていること。）。 
③ 確認申請書の受付期間の最終日から入札執行の日までの期間に国土交通省、京都府及び京都
府内の地方公共団体の指名競争入札において指名停止とされていないこと。 

（２）共同企業体の代表者の要件 
① 建設業法第２７条の２３第１項の規定による最新の経営事項審査（審査基準日が、３（２）
①に定める確認申請書の受付前の直近のものに限る。）における電気通信工事について、総合評

定値が１，２００点以上の者であること。 
② 地方公共団体発注の２６０ＭＨｚ帯デジタル移動防災無線システムの元請実績(請負金額１
億円以上のものに限る。）を有すること。 

③ 電波法第２４条の２第 1項による点検事業者登録を受けていること。 
④ 電波法、電波法施行規則等に定める２６０ＭＨｚ帯のデジタル無線実験局の免許を自社で保
有していること。 
⑤ 確認申請書の受付期間の最終日から入札執行の日までの期間に国土交通省、京都府及び京都
府内の地方公共団体の指名競争入札において指名停止とされていないこと。 
⑥ 建設業法第２７条の２３第１項の規定による最新の経営事項審査における電気通信工事につ
いて、経営規模等評定結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査結果通知書を含む。）の完

成工事高を有している者であること。 
⑦ 建設業法第３条の規定による電気通信工事業に係る特定建設業の許可を有している者である
こと。 

  ⑧ 電気通信工事に係る技術者で、自社で恒常的に雇用している監理技術者資格者証の交付を受
けた者（５年以内に監理技術者講習を終了した者）を当該工事現場に専任で配置し得ること。 

⑨ 入札の参加を希望する者の間に以下の基準のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がな
いこと。 

 ⅰ 資本関係 
   以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社等で
ある場合を除く。 

  ア 親会社と子会社の関係にある場合 
  イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 
 ⅱ 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等

である場合を除く。 
    ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 
    イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67条第 1項又は民事再生法第 64条
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第 2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 
   ⅲ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 
     その他上記のⅰ又はⅱと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 
（３）共同企業体の構成員（城陽市内業者）の要件 
  ① 城陽市に本社（本店）を置く業者で、電気通信工事に係る平成２２年度城陽市建設工事指名

受付簿に登載されている者で、城陽市内に本社（本店）が所在する者として登載されている者

のうち、別紙①記載の者であること。 
② 入札の参加を希望する者の間に２（２）⑨に規定する資本関係又は人的関係がないこと。 

（４）共同企業体の要件 
  ① 構成員の数は２社とする。 
  ② 共同企業体は自主結成とする。 
  ③ 構成員の出資比率は、代表者が 8５パーセント以下、構成員が１５パーセント以上とする。 
  ④ 共同企業体の有効期限は、工事完了後６箇月とする。ただし、落札者以外の者にあっては当

該工事に係る契約締結日までとする。 
 


